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視点１ 地域で生涯にわたって安心して働ける 
 

地域の就労支援ネットワークを 
構築します。 

  

都内全域を６ブロック（城北、城東、城南、多摩北部、多摩南部、多摩西部）に分

け、就労支援機関のネットワークを構築、強化します。 

障害者就業・生活支援センター（※１）は、各ブロック毎に１か所設置し、すべて

の区市町村で区市町村障害者就労支援センター（※２）を実施します。 

障害者就業・生活支援センターがコーディネート機関となり、ハローワーク、区市

町村障害者就労支援センター、特別支援学校、地元の商工機関等が連携し、障害者一

人ひとりの就労を支援していきます。 

 

 
※１ 障害者就業・生活支援センター 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」（以下、「障害者雇用促進法」と言います。）に基づき、雇用、
保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として連絡調整等を積極的に行いながら、就業及びこれに
伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を一体的に行っています。 

※２ 区市町村障害者就労支援センター 
障害者の就職を支援するとともに、障害者が安心して働き続けられるよう、身近な地域において就
労面と生活面の支援を一体的に提供しています。 

（東京労働局、ハローワーク、就労支援機関、東京障害者職業センター、東京都、東京都教育委員会）

行動1

＜ブロック地図＞ 

 
 
 
 
 

 
 

おおまかな地域エリア 

 
障害者就業・生活支援センター 
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事業名・事業内容 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度実績 
令和７年度の 

取組と事業目標 
担当 

11--11  区区市市町町村村障障害害者者就就労労支支
援援事事業業のの充充実実  
 

職場開拓や就職準備、職場定
着などの就労面の支援と就労に
伴う生活面の支援を一体的に提
供する。これを拡充し、身近な
地域での相談・支援体制を強化
する。 
 

【補助単価】 
常勤 1人当たり7,507千円 
非常勤1人当たり2,806千円 
 (都1/2 補助) 

51区市町で整備 
(23区・26市・2町) 

51区市町で整備 
(23区・26市・2町) 

51区市町で整備 
(23区・26市・2町) 

身近な地域において、就
労面と生活面の支援を一
体的に提供する体制を整
備するため、引き続き設
置を推進する。 

【事業所管】 
東京都 

 
【実施主体】 

区市町村 
障害者就労 

支援センター 

11--22  障障害害者者就就業業・・生生活活支支援援
セセンンタターー事事業業  
  

障害者雇用促進法に基づき、
就業及びこれに伴う日常生活、
社会生活上の相談・支援を一体
的に行っている。 

都内6センターにて事業
実施。 

都内6センターにて事業
実施 

都内6センターにて事業
実施 

関係機関と連携し、各セ
ンターの業務実施状況を
確認 

【事業所管】 
東京労働局 
及び東京都 

 
【実施主体】 
障害者就業 
・生活支援 
センター 

●●  職職業業リリハハビビリリテテーーシショョンン
にに関関すするるフフォォーーララムムのの実実施施  
  

福祉、医療・保健等の機関や
企業等の担当者が一堂に会し、
職業リハビリテーションに関す
る情報提供や意見交換を行う
フォーラムを開催する。 
【規模】 250名 1回  

 
【職場復帰関連】 
250名規模：1回 
うつ病休職者の職場復帰
支援を考えるフォーラム
「しなやかな働き方を支
えるために」（中部総合
精神保健福祉センターと
合同開催） 

   

【事業所管】 
東京障害者 

職業センター 
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視点１ 地域で生涯にわたって安心して働ける 
 

地域の就労支援ネットワークを 
構築します。 

  

都内全域を６ブロック（城北、城東、城南、多摩北部、多摩南部、多摩西部）に分

け、就労支援機関のネットワークを構築、強化します。 

障害者就業・生活支援センター（※１）は、各ブロック毎に１か所設置し、すべて

の区市町村で区市町村障害者就労支援センター（※２）を実施します。 

障害者就業・生活支援センターがコーディネート機関となり、ハローワーク、区市

町村障害者就労支援センター、特別支援学校、地元の商工機関等が連携し、障害者一

人ひとりの就労を支援していきます。 

 

 
※１ 障害者就業・生活支援センター 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」（以下、「障害者雇用促進法」と言います。）に基づき、雇用、
保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として連絡調整等を積極的に行いながら、就業及びこれに
伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を一体的に行っています。 

※２ 区市町村障害者就労支援センター 
障害者の就職を支援するとともに、障害者が安心して働き続けられるよう、身近な地域において就
労面と生活面の支援を一体的に提供しています。 

（東京労働局、ハローワーク、就労支援機関、東京障害者職業センター、東京都、東京都教育委員会）

行動1

＜ブロック地図＞ 

 
 
 
 
 

 
 

おおまかな地域エリア 

 
障害者就業・生活支援センター 
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障害者のライフステージを通じた 
就労を支援します。 

  

障害者就業・生活支援センターや区市町村障害者就労支援センターなどの地域の就

労支援機関は、障害者の就職への支援はもとより、就職後も定期的な職場訪問などに

より職場定着支援や働く障害者に対する生活支援をしています。中途障害者や中途退

職した障害者の再就職についても同様の支援をしています。 

また、今後、「福祉から企業へ」だけでなく、障害者が定年等で企業を退職した後

の福祉施設への移行など、「企業から福祉へ」も円滑に移行できるように支援をして

いきます。 

このようにして、障害者本人や家族が安心して企業就労にチャレンジし、企業も安

心して雇用に踏み切ることができるよう、地域の就労支援機関が、障害者のライフス

テージを通じて継続的に支援していきます。 

 

＜ライフステージを通じた支援＞ 

（東京労働局、ハローワーク、就労支援機関、東京障害者職業センター、福祉施設、東京都） 
 
 

行動2
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事業名・事業内容 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度実績 
令和７年度の 

取組と事業目標 
担当 

22--11  区区市市町町村村障障害害者者就就労労支支
援援事事業業のの充充実実  【【再再掲掲】】  
 

職場開拓や就職準備、職場定
着などの就労面の支援と就労に
伴う生活面の支援を一体的に提
供する。これを拡充し、身近な
地域での相談・支援体制を強化
する。 
 

【補助単価】 
常勤 1人当たり7,507千円 
非常勤1人当たり2,806千円 
 (都1/2 補助) 

51区市町で整備 
(23区・26市・2町) 

51区市町で整備 
(23区・26市・2町) 

51区市町で整備 
(23区・26市・2町) 

身近な地域において、就
労面と生活面の支援を一
体的に提供する体制を整
備するため、引き続き設
置を推進する。 

【事業所管】 
東京都 

 
【実施主体】 

区市町村 
障害者就労 

支援センター 

22--22  障障害害者者就就業業・・生生活活支支援援
セセンンタターー事事業業  【【再再掲掲】】  
  

障害者雇用促進法に基づき、
就業及びこれに伴う日常生活、
社会生活上の相談・支援を一体
的に行っている。 

都内6センターにて事業
実施 

都内6センターにて事業
実施 

都内6センターにて事業
実施 

関係機関と連携し、各セ
ンターの業務実施状況を
確認 

【事業所管】 
東京労働局 
及び東京都 

 
【実施主体】 
障害者就業 
・生活支援 
センター 
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障害者のライフステージを通じた 
就労を支援します。 

  

障害者就業・生活支援センターや区市町村障害者就労支援センターなどの地域の就

労支援機関は、障害者の就職への支援はもとより、就職後も定期的な職場訪問などに

より職場定着支援や働く障害者に対する生活支援をしています。中途障害者や中途退

職した障害者の再就職についても同様の支援をしています。 

また、今後、「福祉から企業へ」だけでなく、障害者が定年等で企業を退職した後

の福祉施設への移行など、「企業から福祉へ」も円滑に移行できるように支援をして

いきます。 

このようにして、障害者本人や家族が安心して企業就労にチャレンジし、企業も安

心して雇用に踏み切ることができるよう、地域の就労支援機関が、障害者のライフス

テージを通じて継続的に支援していきます。 

 

＜ライフステージを通じた支援＞ 

（東京労働局、ハローワーク、就労支援機関、東京障害者職業センター、福祉施設、東京都） 
 
 

行動2



首都 TOKYO 障害者就労支援 行動宣言

21

首都 TOKYO 障害者就労支援 行動宣言 

21  

  

視点２ 職業に向けた準備へのバックアップ 
 

職業的自立を支援する職業教育を 
充実します。 

  

都立特別支援学校においては、高等部生徒の自立と社会参加を目指し、これまで、

民間企業等からの技術講師の導入などにより、実践的な職業教育の習得を図り、近年

では卒業生の約４割が一般就労しています。 

今後は、小学部からのキャリア教育の充実に努めるとともに、障害の状態に応じた

就業体験の機会の確保や実習先・雇用先の開拓を進める新たなシステムを構築するな

ど、職業的自立を支援する職業教育を充実します。 

 
 
 
 
生徒全員の企業就労をめざす 
知的障害特別支援学校高等部において、職業教育を主とする専門学科を開設 
 
【就業技術科】 
習得した知識と技能及び就労先での経験を基に、職責の範囲内で自ら判断し、職務

を遂行する能力を育成することをねらいとする学科 
永福学園 平成 19年度開設 
青峰学園 平成 21年度開設 
南大沢学園 平成 22年度開設 
志村学園 平成 25年度開設 
水元小合学園 平成 27年度開設 
 
【職能開発科】 
就労先で求められる知識と技能を修得し、任された職務を正確に遂行できる能力を

育成することをねらいとする学科 
足立特別支援学校 平成 26年度開設 
港特別支援学校 平成 28年度開設 
江東特別支援学校 平成 30年度開設 
東久留米特別支援学校 令和  3年度開設 
青鳥特別支援学校 令和  5年度開設 
練馬特別支援学校 令和  6年度開設 
八王子南特別支援学校 令和  6年度開設 
北多摩地区特別支援学校（仮称） 令和 10年度開設予定 

 

（東京都教育委員会） 
  

行動3
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事業名・事業内容 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度実績 
令和７年度の 

取組と事業目標 
担当 

33--11  民民間間をを活活用用ししたた企企業業
開開拓拓  
 

民間の活力を導入し、産
業現場等における実習先や
雇用先を開拓及び確保する
しくみを構築する。 

 
開拓企業数・実習受入
可能企業数 1７０社 
 
企業関係者の活用（就
労支援アドバイザー） 
2２人 

 
開拓企業数・実習受入
可能企業数 1５２社 
 
企業関係者の活用（就
労支援アドバイザー） 
2１人 

 
開拓企業数・実習受入
可能企業数  15１
社 
 
企業関係者の活用（就
労支援アドバイザー）  
2０人 

 
前年度に引続き、現
場実習先及び雇用先
の開拓等に関する情
報収集・提供を行う。 

【事業所管】 
東京都 

教育委員会 
 

【実施主体】 
特別支援学校 

33--22  知知的的障障害害がが軽軽いい生生徒徒
をを対対象象ととししたた特特別別支支援援学学校校
高高等等部部のの設設置置  
  

職業的自立に向けた専門
的な教育を行うことを目的
として、インターンシップ
の導入や民間企業等からの
技術講師の導入などにより
実践的な職業技術の習得を
図り、生徒全員の一般就労
を目指す新しいタイプの高
等部を設置する。 

 
永福学園就業技術科 
卒業生就職  96％ 
 
青峰学園就業技術科 
卒業生就職  98％ 
 
南大沢学園就業技術
科 
卒業生就職  90％ 
 
志村学園就業技術科 
卒業生就職  82％ 
 
水元小合学園 
就業技術科 
卒業生就職  96％ 
 
足立特別支援学校 
職能開発科 
卒業生就職  85％ 
 
港特別支援学校 
職能開発科 
卒業生就職  100％ 
 
江東特別支援学校 
職能開発科 
卒業生就職  95％ 
 

 
永福学園就業技術科 
卒業生就職    94％ 
 
青峰学園就業技術科 
卒業生就職    92％ 
 
南大沢学園就業技術
科 
卒業生就職    84％ 
 
志村学園就業技術科 
卒業生就職    92％ 
 
水元小合学園 
就業技術科 
卒業生就職    97％ 
 
足立特別支援学校 
職能開発科 
卒業生就職    89％ 
 
港特別支援学校 
職能開発科 
卒業生就職    89％ 
 
江東特別支援学校 
職能開発科 
卒業生就職    95％ 
 
東久留米特別支援学
校 職能開発科 
卒業生就職  92％ 

 
永福学園就業技術科 
卒業生就職   86％ 
 
青峰学園就業技術科 
卒業生就職    97％ 
 
南大沢学園就業技術
科 
卒業生就職    92％ 
 
志村学園就業技術科 
卒業生就職    84％ 
 
水元小合学園 
就業技術科 
卒業生就職    95％ 
 
足立特別支援学校 
職能開発科 
卒業生就職    90％ 
 
港特別支援学校 
職能開発科 
卒業生就職    90％ 
 
江東特別支援学校 
職能開発科 
卒業生就職  100％ 
 
東久留米特別支援学
校   職能開発科 
卒業生就職    97％ 
 

 
就業技術科及び職能
開発科の就業率向上
を図るための支援を
行う。 

【事業所管】 
東京都 

教育委員会 
 

【実施主体】 
特別支援学校 
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視点２ 職業に向けた準備へのバックアップ 
 

職業的自立を支援する職業教育を 
充実します。 

  

都立特別支援学校においては、高等部生徒の自立と社会参加を目指し、これまで、

民間企業等からの技術講師の導入などにより、実践的な職業教育の習得を図り、近年

では卒業生の約４割が一般就労しています。 

今後は、小学部からのキャリア教育の充実に努めるとともに、障害の状態に応じた

就業体験の機会の確保や実習先・雇用先の開拓を進める新たなシステムを構築するな

ど、職業的自立を支援する職業教育を充実します。 

 
 
 
 
生徒全員の企業就労をめざす 
知的障害特別支援学校高等部において、職業教育を主とする専門学科を開設 
 
【就業技術科】 
習得した知識と技能及び就労先での経験を基に、職責の範囲内で自ら判断し、職務

を遂行する能力を育成することをねらいとする学科 
永福学園 平成 19年度開設 
青峰学園 平成 21年度開設 
南大沢学園 平成 22年度開設 
志村学園 平成 25年度開設 
水元小合学園 平成 27年度開設 
 
【職能開発科】 
就労先で求められる知識と技能を修得し、任された職務を正確に遂行できる能力を

育成することをねらいとする学科 
足立特別支援学校 平成 26年度開設 
港特別支援学校 平成 28年度開設 
江東特別支援学校 平成 30年度開設 
東久留米特別支援学校 令和  3年度開設 
青鳥特別支援学校 令和  5年度開設 
練馬特別支援学校 令和  6年度開設 
八王子南特別支援学校 令和  6年度開設 
北多摩地区特別支援学校（仮称） 令和 10年度開設予定 

 

（東京都教育委員会） 
  

行動3
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障害者のニーズ、企業のニーズに 
応じた職業訓練を実施します。 

  

障害者の雇用を促進するため、障害者のニーズ、企業のニーズに対応した職業訓練

を実施していきます。 

 

〇東京障害者職業能力開発校での訓練の充実 

東京障害者職業能力開発校は、都立職業能力開発センター（一般校）の一般科

目で訓練を受けることが困難な障害者を対象に、就職に向けた職業訓練を実施し

ています。 

身体障害者、精神障害者、発達障害者、知的障害者を対象として、障害の種別

に応じた様々な訓練を実施しており、専門知識や技術・技能の修得だけでなく、

コミュニケーションやビジネスマナーなど、就職に必要なスキルが修得できます。 

 

○都立職業能力開発センター（一般校）での訓練の充実 

中央・城北職業能力開発センター板橋校、城南職業能力開発センター、城東職

業能力開発センターにおいて、知的障害者を対象とする実務作業科を設置してい

ます。 

 

今後とも、アンケート調査等を活用しつつ、障害者及び企業のニーズに応じた科目

開発、訓練内容の見直し等を進め、訓練の充実を図っていきます。 

 

（東京都） 

  

行動4
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事業名・事業内容 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度実績 
令和７年度の 

取組と事業目標 
担当 

44--11  東東京京障障害害者者職職業業能能力力開開
発発校校ににおおけけるる訓訓練練のの推推進進  
 

調理・清掃サービス、オフィ
スワーク、ビジネスアプリ開発、
ビジネス総合事務、グラフィッ
クDTP、ものづくり技術、建築
CAD、製パン、職域開発、実務
作業、就業支援 

 
身体障害者を対象とし
て、様々な訓練（職域開
発、実務作業を除く）を、
また専門科目として、知
的障害者を対象とした実
務作業科、精神障害者・
発達障害者を対象とした
職域開発科、身体障害者、
精神障害者、発達障害者
を対象とした就業支援科
を実施。 
 
実績：1２７名 

 
身体障害者を対象とし
て、様々な訓練（職域開
発、実務作業を除く）を、
また専門科目として、知
的障害者を対象とした実
務作業科、精神障害者・
発達障害者を対象とした
職域開発科、身体障害者、
精神障害者、発達障害者
を対象とした就業支援科
を実施。 
 
実績：1０５名 

 
身体障害者を対象とし
て、様々な訓練（職域開
発、実務作業を除く）を、
また専門科目として、知
的障害者を対象とした実
務作業科、精神障害者・
発達障害者を対象とした
職域開発科、身体障害者、
精神障害者、発達障害者
を対象とした就業支援科
を実施。 
 
実績：１２１名 

 
平成30年度における新
校舎の開設に伴い、実践
的な訓練を実施するため
の実習室を設置し、これ
まで身体障害者のみを対
象としていた訓練を精
神・発達障害者にも対象
を広げるなど、訓練対象
者や科目の大幅な見直し
をしているところであ
り、令和７年度も引き続
き、同様の取組を実施し
ていく。 

【事業所管】 
東京都 

 
【実施主体】 
東京障害者職 
業能力開発校 

44--22  一一般般校校ににおおけけるる障障害害者者
職職業業能能力力開開発発訓訓練練のの推推進進  
  

知的障害者向け科目の一般展
開 (実務作業科） 

 
一般校において障害者職
業能力訓練を実施 
実績：２３名 

 
一般校において障害者職
業能力訓練を実施 
実績：２６名 

 
一般校において障害者職
業能力訓練を実施 
実績：２６名 

 
中央・城北職業能力開発
センター板橋校 

２０名 
 
城南職業能力開発 
センター   ２０名 
 
城東職業能力開発 
センター   ２０名 

【事業所管】 
東京都 

 
【実施主体】 
都立職業能力 
開発センター 
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障害者のニーズ、企業のニーズに 
応じた職業訓練を実施します。 

  

障害者の雇用を促進するため、障害者のニーズ、企業のニーズに対応した職業訓練

を実施していきます。 

 

〇東京障害者職業能力開発校での訓練の充実 

東京障害者職業能力開発校は、都立職業能力開発センター（一般校）の一般科

目で訓練を受けることが困難な障害者を対象に、就職に向けた職業訓練を実施し

ています。 

身体障害者、精神障害者、発達障害者、知的障害者を対象として、障害の種別

に応じた様々な訓練を実施しており、専門知識や技術・技能の修得だけでなく、

コミュニケーションやビジネスマナーなど、就職に必要なスキルが修得できます。 

 

○都立職業能力開発センター（一般校）での訓練の充実 

中央・城北職業能力開発センター板橋校、城南職業能力開発センター、城東職

業能力開発センターにおいて、知的障害者を対象とする実務作業科を設置してい

ます。 

 

今後とも、アンケート調査等を活用しつつ、障害者及び企業のニーズに応じた科目

開発、訓練内容の見直し等を進め、訓練の充実を図っていきます。 

 

（東京都） 
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企業等での訓練・実習の場を 
拡充します。 

  

企業等での実習は、多数の企業等の協力により、特別支援学校や各機関での職業教

育において、大きな成果を収めています。今後、新たに障害者雇用に取り組む企業が

増えることが予想され、企業と障害者のマッチングを図るためにも実習の重要性はさ

らに増すと考えられるため、企業にとってはさらに実習が受け入れやすく、また、障

害者にとってはさらに参加しやすい仕組みにしていきます。 

あわせて、障害者委託訓練では、企業をはじめ社会福祉法人、ＮＰＯ法人等の多様

な委託先で職業訓練を行っています。今後とも、ハローワークとの連携や企業ＯＢ等

のコーディネーターの活用などを進め、多様な委託先を開拓して、訓練の充実を図っ

ていきます。 

 

（ハローワーク、東京都、東京しごと財団、東京都教育委員会） 
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企業等での訓練・実習の場を 
拡充します。 

  

企業等での実習は、多数の企業等の協力により、特別支援学校や各機関での職業教

育において、大きな成果を収めています。今後、新たに障害者雇用に取り組む企業が

増えることが予想され、企業と障害者のマッチングを図るためにも実習の重要性はさ

らに増すと考えられるため、企業にとってはさらに実習が受け入れやすく、また、障

害者にとってはさらに参加しやすい仕組みにしていきます。 

あわせて、障害者委託訓練では、企業をはじめ社会福祉法人、ＮＰＯ法人等の多様

な委託先で職業訓練を行っています。今後とも、ハローワークとの連携や企業ＯＢ等

のコーディネーターの活用などを進め、多様な委託先を開拓して、訓練の充実を図っ

ていきます。 

 

（ハローワーク、東京都、東京しごと財団、東京都教育委員会） 
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事業名・事業内容 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度実績 
令和７年度の 

取組と事業目標 
担当 

55--11  障障害害者者のの態態様様にに応応じじたた
多多様様なな委委託託訓訓練練のの拡拡充充  
 

身体、知的、精神障害者等で、
公共職業安定所長の受講の推薦
を受けた方を対象とし、企業、
社会福祉法人、ＮＰＯ法人、民
間教育機関等に委託して訓練を
行う。 

 
企業をはじめ、社会福祉
法人、ＮＰＯ法人、民間
教育機関等の多様な委託
先で、精神障害者、発達
障害者を含めて、534名
の訓練を実施した。 

 
企業をはじめ、社会福祉
法人、ＮＰＯ法人、民間
教育機関等の多様な委託
先で、精神障害者、発達
障害者を含めて、553名
の訓練を実施した。 

 
企業をはじめ、社会福祉
法人、ＮＰＯ法人、民間
教育機関等の多様な委託
先で、精神障害者、発達
障害者を含めて、477名
名の訓練を実施した。 

 
企業をはじめ、社会福祉
法人、ＮＰＯ法人、民間
教育機関等の多様な委託
先で、精神障害者、発達
障害者を含めて、令和６
年度と同様に訓練を実施
する。 

【事業所管】 
東京都 

【実施主体】 
東京しごと 

財団 

55--22  障障害害者者雇雇用用就就業業総総合合推推
進進事事業業のの推推進進  
  

職業訓練から雇用就業に結び
つけるコーディネート機能を駆
使して、関係機関と連携し、企
業合同説明会や相談会、普及啓
発セミナーなど障害者の一般就
労に向けた事業を実施する。 

 
(1)就労支援機関との 
 意見交換会  年1回 
(2)普及啓発セミナー 
（企業向け）  年2回  
(3)特例子会社 
 セミナー   年1回  
(4)就業総合相談会 
        年5回 
(5)保護者向け 
 セミナー   年2回 
(6)医療機関向け 
 セミナー   年1回 
(7)職場体験実習への 
 保険料補助 
      年2,164件 
(8)職場体験実習 
 面談会    年8回 
(9)職場体験実習 
 ミニ面談会  年4回 
(10)職場体験実習受 
 入れ企業に対する助 
 成金支給事業 
        41件 
(11)障害者就活 
 セミナー   年8回 
(12)障害者雇用実務 
 講座     年6回 
(13)企業見学支援事業 
       年711件 
(14)障害者雇用ナビ
ゲート事業 

     新規 年61社 
(15)テレワーク活用に
よる障害者雇用促進モ
デル事業   10社 

(16)大学等と連携した 
 セミナー   年2回 
(17)障害者就業支援 
 情報コーナ-による 
 情報提供  他 
 

 
(1)就労支援機関との 
 意見交換会    年１回 
(2)普及啓発セミナー 
（企業向け)    年2回  
(3)特例子会社 
 セミナー      年1回   
(4)就業総合相談会 
          年６回 
(5)保護者向け 
 セミナー      年2回 
(6)医療機関向け 
 セミナー      年1回 
(7)職場体験実習への 
 保険料補助 
          年2,351件 
(8)職場体験実習 
 面談会        年8回 
(9)職場体験実習 
 ミニ面談会    年4回 
(10)職場体験実習受 
 入れ企業に対する助 
 成金支給事業 
                25件 
(11)障害者就活 
セミナー       年8回 
(12)障害者雇用実務 
 講座          年6回 
(13)企業見学支援事 
 業         年387件 
(14)障害者雇用ナビ 
ゲート事業 
     新規 年65社 
(15)テレワーク活用に 
よる障害者雇用促進モデ 
ル事業         10社 
(16)大学等と連携した 
セミナー     年2回     
(17)障害者雇用就業サ
ポートデスクによる 
情報提供    他 

 
(1)就労支援機関との 
 意見交換会    年1回 
(2)普及啓発セミナー 
（企業向け)    年2回  
(3)特例子会社 
 セミナー      年1回   
(4)就業総合相談会 
         年4回 
(5)保護者向け 
 セミナー      年2回 
(6)医療機関向け 
 セミナー      年1回 
(7)職場体験実習への 
 保険料補助 
           年2,413件 
(8)職場体験実習 
 面談会        年8回 
(9)職場体験実習 
 ミニ面談会    年4回 
(10)職場体験実習受 
 入れ企業に対する助 
 成金支給事業 
                33件 
(11)障害者就活 
セミナー       年9回 
(12)障害者雇用実務 
 講座          年6回 
(13)企業見学支援事 
 業         年416件 
(14) 障 害 者 雇 用 ナ ビ
ゲート事業 

  新規 年65社 
(15)大学等と連携した 
セミナー      年2回     
(16)障害者雇用就業サ
ポートデスクによる 
 情報提供    他 

 
(1)就労支援機関との 
 意見交換会    年2回 
(2)普及啓発セミナー 
（企業向け)    年2回  
(3)特例子会社 
 セミナー      年1回   
(4)就業総合相談会 
          年4回 
(5)保護者向け 
 セミナー      年2回 
(6)医療機関向け 
 セミナー      年1回 
(7)職場体験実習への 
 保険料補助 
           年2,000件 
(8)職場体験実習 
 面談会        年8回 
(9)職場体験実習 
 ミニ面談会    年4回 
(10)職場体験実習受 
 入れ企業に対する助 
 成金支給事業 
                75件 
(11)障害者就活 
セミナー       年8回 
(12)障害者雇用実務 
 講座          年6回 
(13)企業見学支援事 
 業         年240件 
(14) 障 害 者 雇 用 ナ ビ
ゲート事業 

  新規 年65社 
(15)大学等と連携した 
セミナー     年2回     
(16)障害者雇用就業サ
ポートデスクによる 
 情報提供    他 

【事業所管】 
東京都 

【実施主体】 
東京しごと 

財団 
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視点３「福祉施設等から企業へ」向かう流れ 
 

企業で働く意欲のある障害者を 
一般就労へつなげます。 

 
都内には、福祉施設における就労の場として、障害者総合支援法に基づき就労移行

支援事業、就労継続支援事業（Ａ型・Ｂ型）を運営する施設があり、令和７年10月か

らは就労選択支援事業も開始されます。 

これらの福祉施設から企業への就労移行に向けて、利用者の働く意欲や力量を適切

に判断して支援するとともに、区市町村障害者就労支援センターへの地域開拓促進

コーディネーターの配置を進め、福祉施設や利用者本人、保護者などに積極的に働き

かけ、働く意欲のある障害者を企業就労へとつなげていきます。 

また、東京労働局においては、地域の関係機関の意見を踏まえ、企業での雇用につ

いての就労支援機関や特別支援学校等における理解促進及び職場実習を推進し、福

祉、教育、医療から雇用への移行を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（東京労働局、福祉施設、就労支援機関）  
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事業名・事業内容 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度実績 
令和７年度の 

取組と事業目標 
担当 

66--11  地地域域開開拓拓促促進進ココーーデディィ
ネネーータターーのの設設置置促促進進  
 
「区市町村障害者就労支援事

業」において同コーディネー
ターの設置を進め、就労希望者
の積極的な掘り起しを行うとと
もに、企業側に対する障害者雇
用へのアプローチを行い、福祉
的就労から一般就労という環境
整備を進める。 
 
【補助単価】 
一所当たり2,806千円 
 (都1/2 補助) 

46区市町に設置 47区市町に設置 4７区市町に設置 
引き続き設置を促進す
る。 

【事業所管】 
東京都 

 
【実施主体】 

区市町村 

66--22  福福祉祉、、教教育育、、医医療療かからら
雇雇用用へへのの移移行行推推進進事事業業  

 
企業での雇用についての理解

促進及び職場実習の総合的かつ
効率的な推進を図るため、各関
係機関と連携し「福祉、教育、
医療から雇用への移行推進事
業」を実施 

 
○東京労働局雇用移行 
 推進連絡会議の開催 
    （年２回開催） 
○企業就労理解促進事業 
・就労支援セミナー 
（５回実施（YouTube 
セミナー１回を含む）、 

 参加208名。YouTube 
 セミナーは再生回数 
 1201回） 
・事業所見学会  
（6回実施、参加203名） 
○障害者職場実習 
       （73名） 
○企業と移行推進事業 
 所との面談会 
（２回実施、参加企業
28社、就労支援機関56
事業所、面談回数72
回） 

 
○東京労働局地域連携 
 推進連絡会議の開催 
    （年２回開催） 
○企業就労理解促進事業 
・就労支援セミナー 
（４回実施（YouTube 
セミナー１回を含む）、 

 参加６６名。YouTube 
 セミナーは再生回数 
 1504回） 
・事業所見学会  
（6回実施、参加５６名） 
○障害者職場実習 
       （19名） 
○企業と移行推進事業 
 所との面談会 
（1回実施、参加企業 
20社、就労支援機関18

事業所、面談回数59
回） 

 
○東京労働局地域連携 
 推進連絡会議の開催 
       （年２回開催） 
○企業就労理解促進事業 
・就労支援セミナー 
 （4回実施（うち3回は 

ハイブリッド方式での 
開催）、参加327 
名） 

・事業所見学会  
 （８回実施、参加231 

名） 
○障害者職場実習  
         （38名） 
○企業と移行推進事業 
 所との面談会 
（2回実施、参加企業
49社、就労支援機関
27事業所、面談回数
205回） 

 
 福祉、教育、医療から
雇用への移行を効果的に
推進するため、関係機関
と連携のもと就労支援セ
ミナー及び事業所見学
会、障害者の職場実習を
実施し、企業における就
労への理解の促進を図っ
て行く。 

【事業所管】 
東京労働局 
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視点３「福祉施設等から企業へ」向かう流れ 
 

企業で働く意欲のある障害者を 
一般就労へつなげます。 

 
都内には、福祉施設における就労の場として、障害者総合支援法に基づき就労移行

支援事業、就労継続支援事業（Ａ型・Ｂ型）を運営する施設があり、令和７年10月か

らは就労選択支援事業も開始されます。 

これらの福祉施設から企業への就労移行に向けて、利用者の働く意欲や力量を適切

に判断して支援するとともに、区市町村障害者就労支援センターへの地域開拓促進

コーディネーターの配置を進め、福祉施設や利用者本人、保護者などに積極的に働き

かけ、働く意欲のある障害者を企業就労へとつなげていきます。 

また、東京労働局においては、地域の関係機関の意見を踏まえ、企業での雇用につ

いての就労支援機関や特別支援学校等における理解促進及び職場実習を推進し、福

祉、教育、医療から雇用への移行を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（東京労働局、福祉施設、就労支援機関）  
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視点４ 福祉施設の事業者を支援 
 

福祉施設の従事者の人材育成を 
図ります。 

  

障害者就業・生活支援センターや区市町村障害者就労支援センターなどの地域の就

労支援機関、また、東京都精神保健福祉センター、東京障害者職業センターなどの専

門的広域的な支援機関は、これまでに多くの就労支援ノウハウを蓄積しています。 

こうしたノウハウについて、互いのセンターや、就労移行支援事業者をはじめとす

る福祉施設に提供することなどにより、福祉施設の従事者の人材育成を図り、地域全

体の就労支援力を高めていきます。 

 

【人材育成の取組】 

雇用と福祉の分野横断的な知識・スキルを付与する研修（基礎的研修）カリキュラム 
 

科 目 名 実施方法・形態 
就労支援の理念・目的、障害者雇用の現状と障害者雇用施策・福祉施策 オンデマンド 
就労支援のプロセスⅠ（インテークから職業準備性の向上のための支援） 集合形式【講義】 
就労支援のプロセスⅡ（求職活動支援～定着支援） 集合形式【講義】 
就労支援機関の役割と連携 オンデマンド 
障害特性と職業的課題Ⅰ（身体障害・難病） オンデマンド 
障害特性と職業的課題Ⅱ（知的障害・発達障害） オンデマンド 
障害特性と職業的課題Ⅲ（精神障害、高次脳機能障害） オンデマンド 
労働関係法規の基礎知識 オンデマンド 
企業に対する支援の基礎 オンデマンド 
ケースマネジメントと職場定着のための生活支援・家族支援 オンデマンド 
アセスメントの基礎 集合研修【講義・演習】 
企業における障害者雇用の実際 オンデマンド 
地域における就労支援の取組 集合研修【ケーススタ

ディ・意見交換】 
オンデマンド科目の講義の振り返り 集合研修【講義・質疑応答】 

（東京障害者職業センター、東京都福祉局） 
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事業名・事業内容 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度実績 
令和７年度の 

取組と事業目標 
担当 

77--11  障障害害者者就就労労支支援援体体制制  
レレベベルルアアッッププ事事業業  
 

区市町村障害者就労支援事業
や就労移行支援事業所の支援員
を対象に障害者の就労支援を行
う上で必要な知識・情報、技術、
コミュニケーション能力の習得
に資する体系的な研修を行う。 
【規模】 

50～90名 3日間×年3回実
施（東京障害者職業センターの
「就業支援基礎研修」とタイ
アップ） 

 
3日間のカリキュラムで
3回実施 
【規模】167名 
  
 
【対象】 
就労移行支援事業者、区
市町村障害者就労支援セ
ンター、障害者就業･生
活支援センターなどの支
援員（初任者） 

 
3日間のカリキュラムで
3回実施 
【規模】 209名 
  
 
【対象】 
就労移行支援事業者、区
市町村障害者就労支援セ
ンター、障害者就業･生
活支援センターなどの支
援員（初任者） 

 
3日間のカリキュラムで
3回実施 
【規模】 231名 
  
 
【対象】 
就労移行支援事業者、区
市町村障害者就労支援セ
ンター、障害者就業･生
活支援センターなどの支
援員（初任者） 

 
令和６年度事業終了 
 
 
雇用と福祉の分野横断的
な基礎的知識・スキルを
付与する研修（基礎的研
修）については、東京障
害者職業センターと共催
で引き続き実施する。 

【事業所管】 
東京都 

77--22  就就労労支支援援にに関関すするる助助
言言・・援援助助・・実実務務的的研研修修のの提提供供  
  

福祉施設等に対し、就労支援
方法に関する技術的な助言や援
助を積極的に行うほか、就労移
行支援事業者の就労支援員等を
対象に、就業支援に必要な基本
的知識・技術等を付与するため
の研修を行う。 

 
【対象】 

就労移行支援事業者の就労支
援員が重点対象。その他福祉、
医療等の機関において就業支援
を担当する職員  

 
 地域の就労支援機関の
支援力の底上げと充実を
図るため、以下のことを
実施する。 
・アセスメントの方法等
の就労支援機関に対する
技術的な助言・援助を実
施（本所139機関、支
所65機関） 
・東京都福祉保健局の
「就労支援レベルアップ
事業」とタイアップした
就業支援基礎研修開催 
（70名規模3回） 
・南関東エリアを対象と
した、就業支援実践研修
（100名規模１回） 
・就労支援課題別セミ
ナーテーマ例：アセスメ
ントの視点を学ぶ 
（本所:25名規模６回） 
（支所: 10名１回、20

名（Weｂ）２回） 
・ジョブコーチ養成研修 
（40名規模６回） 
・ジョブコーチ養成研修
修了者サポート研修、支
援スキル向上研修サポー
ト研修（25名規模６
回） 

                                               
地域の就労支援機関の支
援力の底上げと充実を図
るため、以下のことを実
施する。 
・アセスメントの方法等
の就労支援機関に対する
技術的な助言・援助を実
施（本所315件、支所
96件） 
・東京都福祉保健局の
「就労支援レベルアップ
事業」とタイアップした
就業支援基礎研修開催
（70名規模３回） 
・南関東エリアを対象と
した、就業支援実践研修
（100名規模１回） 
・就労支援課題別セミ
ナーテーマ例：アセスメ
ントの視点を学ぶ 
 (本所:25名規模７回) 
 (支所: 10～30名規模
３回) 
・ジョブコーチ養成研修 
(40名規模６回) 
・ジョブコーチ養成研修
修了者サポート研修、支
援スキル向上研修サポー
ト研修（各研修の合計受
講人数32名規模、各研
修３回） 

                                               
地域の就労支援機関の支
援力の底上げと充実を図
るため、以下のことを実
施する。 
・アセスメントの方法等
の就労支援機関に対する
技術的な助言・援助を実
施（本所297件、支所
148件） 
・東京都福祉保健局の
「就労支援レベルアップ
事業」とタイアップした
就業支援基礎研修開催
（70名規模３回） 
・南関東エリアを対象と
した、就業支援実践研修
（100名規模１回） 
・就労支援課題別セミ
ナーテーマ例：アセスメ
ントの視点を学ぶ 
 (本所:25名規模７回) 
 (支所: 10～30名規模
３回) 
・ジョブコーチ養成研修 
(40名規模６回) 
・ジョブコーチ養成研修
修了者サポート研修、支
援スキル向上研修サポー
ト研修（各研修の合計受
講人数30名規模、各研
修３回） 

                                                             
地域の就労支援機関の支
援力の底上げと充実を図
るため、以下のことを実
施する。 
・アセスメントの方法等
の就労支援機関に対する
技術的な助言・援助を実
施（本所303件、支所
105件） 
・東京都福祉との共催に
よる障害者の就労支援に
関する基礎的研修（65
名規模11回） 
・就労支援課題別セミ
ナー 
テーマ例：アセスメント
の視点を学ぶ 
 (本所:20～60名規模5
回) 
 (支所: 10～30名規模
３回) 
・ジョブコーチ養成研修 
(40名規模6回) 
・ジョブコーチ養成研修
修了者サポート研修、支
援スキル向上研修サポー
ト研修（各研修の合計受
講人数32名規模、各研
修３回） 

【事業所管】 
東京障害者 

職業センター 

77--33  就就労労支支援援機機関関連連携携ススキキ
ルル向向上上事事業業  
  

就労支援機関等を対象に、雇
用導入期の企業へのアプロー
チ・マッチング等のスキルを付
与するための実践的な研修、就
労定着支援事業の実施に向けた
定着支援スキルを向上する研修
及び精神障害者の就労定着支援
に必要な医療機関との連携スキ
ルを向上する研修を実施するこ
とで、就労支援機関等の支援力
の向上を図る。 

 
【対象】 

就労移行支援事業者、就労定
着支援事業者、区市町村障害者
就労支援センター等の支援員  

 
・マッチングスキル等向
上研修 
 ３日間分×年2回 
 （参加 69名） 
 
・定着支援研修 
 ２日間分×年１回 
 （参加 40名） 
 
・医療機関連携スキル向
上研修※ 
 ２日間×年２回 
 （参加  61名） 
 
※１０-２ 精神障害者就
労定着連携促進事業より
再編 
 
いずれもコロナ感染症対
策としてWeb配信にて
実施。グループワーク等
以外は、一定の期間中で
あれば随時受講可能。 

 
・マッチングスキル等向
上研修 
 ３日間分×年2回 
 （参加 69名） 
 
・定着支援研修 
 2日間分×年1回 
 （参加 63名） 
 
・医療機関連携スキル向
上研修※ 
 ２日間×年２回 
 （参加  82名） 
 
※１０-２ 精神障害者就
労定着連携促進事業より
再編 
 
いずれも基礎編を一定期
間オンデマンド配信にて
実施。グループワーク等
を会場にて実施。 

 
・マッチングスキル等向
上研修 
 ３日間分×年2回 
 （参加 51名） 
 
・定着支援研修 
 2日間分×年2回 
 （参加 49名） 
 
・医療機関連携スキル向
上研修※ 
 ２日間×年２回 
 （参加  75名） 
 
※１０-２ 精神障害者就
労定着連携促進事業より
再編 
 
いずれも基礎編を一定期
間オンデマンド配信にて
実施。グループワーク等
を会場にて実施。 

 
・マッチングスキル等向
上研修 
 3日間×年２回 
 （定員 100名） 
 
・定着支援研修 
 2日間×年２回 
   （定員 100名） 
 
・医療機関連携スキル向
上研修 
 ２日間×年２回 
 （定員  100名） 
 
いずれも基礎編を一定期
間オンデマンド配信にて
実施。グループワーク等
を会場にて実施。 

【事業所管】 
東京都 

●●  就就労労移移行行支支援援事事業業ににおおけけ
るるテテレレワワーークク等等支支援援力力向向上上事事
業業  

 
就労移行支援事業所等向け

に、新しい日常におけるテレ
ワーク等の多様な働き方に対応
するための研修や事例紹介等を
行い、障害者の円滑な就職活動
及び就労促進・定着を図る。 
【対象】 

就労移行支援事業のサービス
管理責任者等  

 
・基礎編（動画配信） 
 11講座 
  延べ視聴数801 
・実践編（グループ 
 ワーク等） 
 （参加 17名） 

 
・基礎編（動画配信） 
 ７講座 
  延べ視聴数577 
・実践編（グループ 
 ワーク等） 

 （参加 43名） 

 
 
 
 
 
 
令和５年度事業終了 

 
 

【事業所管】 
東京都 
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視点４ 福祉施設の事業者を支援 
 

福祉施設の従事者の人材育成を 
図ります。 

  

障害者就業・生活支援センターや区市町村障害者就労支援センターなどの地域の就

労支援機関、また、東京都精神保健福祉センター、東京障害者職業センターなどの専

門的広域的な支援機関は、これまでに多くの就労支援ノウハウを蓄積しています。 

こうしたノウハウについて、互いのセンターや、就労移行支援事業者をはじめとす

る福祉施設に提供することなどにより、福祉施設の従事者の人材育成を図り、地域全

体の就労支援力を高めていきます。 

 

【人材育成の取組】 

雇用と福祉の分野横断的な知識・スキルを付与する研修（基礎的研修）カリキュラム 
 

科 目 名 実施方法・形態 
就労支援の理念・目的、障害者雇用の現状と障害者雇用施策・福祉施策 オンデマンド 
就労支援のプロセスⅠ（インテークから職業準備性の向上のための支援） 集合形式【講義】 
就労支援のプロセスⅡ（求職活動支援～定着支援） 集合形式【講義】 
就労支援機関の役割と連携 オンデマンド 
障害特性と職業的課題Ⅰ（身体障害・難病） オンデマンド 
障害特性と職業的課題Ⅱ（知的障害・発達障害） オンデマンド 
障害特性と職業的課題Ⅲ（精神障害、高次脳機能障害） オンデマンド 
労働関係法規の基礎知識 オンデマンド 
企業に対する支援の基礎 オンデマンド 
ケースマネジメントと職場定着のための生活支援・家族支援 オンデマンド 
アセスメントの基礎 集合研修【講義・演習】 
企業における障害者雇用の実際 オンデマンド 
地域における就労支援の取組 集合研修【ケーススタ

ディ・意見交換】 
オンデマンド科目の講義の振り返り 集合研修【講義・質疑応答】 

（東京障害者職業センター、東京都福祉局） 
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効果的な就労支援ツールを 
普及させます。 

  

各就労移行支援事業者、就労支援センター等が使用している就労移行支援プログラ

ムや職業評価（アセスメント）、マッチングなどの支援ツールなどは、それぞれの機

関の創意工夫のもとに作成されています。 

このような就労移行支援プログラムなどの各種支援ツールについて、各就労支援機

関に情報提供することにより普及させ、全体の就労支援事業のレベルアップを図って

いきます。 

【支援ツールの一例】Ｍ－ストレス・疲労アセスメントシート（ＭＳＦＡＳ）（障害者職業総合センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（就労支援機関、東京障害者職業センター、東京都） 
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事業名・事業内容 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度実績 
令和７年度の 

取組と事業目標 
担当 

88--11  支支援援ププロロググララムム（（職職業業
評評価価等等））のの普普及及  
 

職業評価等の支援ツールにつ
いて各就労支援機関に情報提供
する。 

 
・就労支援課題別セミ 
ナーテーマ例：障害種別
に応じたアセスメント方
法やツールの使用につい
て 
（本所：25名規模６回） 
（支所:：10名１回、  
20名（Weｂ）２回） 

 
・就労支援課題別セミ 
ナーテーマ例：障害種別
に応じたアセスメント方
法やツールの使用につい
て 
（本所25名規模７回） 
（支所10～30名規模３
回） 

 
・就労支援課題別セミ
ナーテーマ例：障害種別
に応じたアセスメント方
法やツールの使用につい
て 
（本所25名規模７回） 
（支所10～30名規模３
回） 

 
・就労支援課題別セミ
ナー 
テーマ例：障害種別に応
じたアセスメント方法や
ツールの使用について 
（本所20～60名規模５
回） 
（支所10～30名規模３
回） 

【事業所管】
東京障害者 

職業センター 

88--22    分分身身ロロボボッットトをを活活用用しし
たた新新たたなな働働きき方方のの支支援援事事業業  
  
重度障害者等を対象として、働
く意欲のある重度障害者等がそ
の適性に応じて能力を十分に発
揮することができるよう、遠隔
操作が可能な分身ロボット等を
活用した職域開拓を都庁舎等で
行い、新たな働き方を創出す
る。併せて働き方の実践を通じ
て障害者の働き方に係る普及啓
発等を行い、障害者雇用に係る
理解を深める。。  

   
・重度障害者等が都庁展
望室等でＰＲ業務に従事 
（展望室：令和6年10月
29日～令和7年3月21
日まで） 
（イベントでのＰＲ業
務：2回） 

 
・重度障害者等が都庁展
望室等でＰＲ業務に従事 
（展望室：令和7年度下
半期を予定） 
（イベントでのＰＲ業
務：４回予定） 

【事業所管】 
東京都 

 

 

 

東京障害者職業センター   
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効果的な就労支援ツールを 
普及させます。 

  

各就労移行支援事業者、就労支援センター等が使用している就労移行支援プログラ

ムや職業評価（アセスメント）、マッチングなどの支援ツールなどは、それぞれの機

関の創意工夫のもとに作成されています。 

このような就労移行支援プログラムなどの各種支援ツールについて、各就労支援機

関に情報提供することにより普及させ、全体の就労支援事業のレベルアップを図って

いきます。 

【支援ツールの一例】Ｍ－ストレス・疲労アセスメントシート（ＭＳＦＡＳ）（障害者職業総合センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（就労支援機関、東京障害者職業センター、東京都） 
  

行動8
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視点５ 精神障害者の安定的な就労を支援 
 

精神障害者の就労定着支援に 
取り組みます。 

  

精神障害者は、心身が疲れやすい場合が多いので、当初は休憩を多く、労働時間を

短くするなどして、時間をかけて仕事に慣れてもらう必要があります。そのために

は、雇用主や支援者は、医療機関のスタッフに、あらかじめ障害状況や対処方法を聞

いておくなど、医療機関との連携が欠かせません。 

そこで、ジョブコーチによるきめ細かい支援等を図るとともに、医療機関とも連携

しながら、精神障害者の職場定着を図ります。 

また、うつ病などで休職している方に対して、東京都立（総合）精神保健福祉セン

ター、東京障害者職業センターなどにより、復職支援をしていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（東京都、東京しごと財団、就労支援機関、東京障害者職業センター） 
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【精神障害者雇用企業の声（障害者就労実態調査・ヒアリング結果（平成 26 年度）】 

 

 

 
 

○現在は精神障害者 3 名を雇用。業務内容は事務補助、施設利用の受付などである。
3名とも業務にも職場にも慣れており、安定して仕事に取り組んでいる。 
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事業名・事業内容 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度実績 
令和７年度の 

取組と事業目標 
担当 

99--11  東東京京ジジョョブブココーーチチ支支援援事事業業
のの推推進進  

都独自の東京ジョブコーチを養
成し、職場定着を支援する。 

○東京ジョブコーチ数 
       ：79名 
（令和4年度末時点） 
○支援件数：804件 
○稼働延日数：5,794日 

○東京ジョブコーチ数 
       ：77名 
（令和５年度末時点） 
○支援件数：847件 
○稼働延日数：5,549日 

○東京ジョブコーチ数 
         ：81名 
（令和6年度末時点） 
○支援件数：942件 
○稼働延日数：5,757日 

○東京ジョブコーチ 
    規模：77名 
 
○支援目標：1,000件 
 

【事業所管】 
東京都 

【実施主体】 
東京しごと 

財団 

99--22  精精神神障障害害者者のの職職場場復復帰帰支支援援
のの推推進進  

職場復帰支援（リワーク支援）
の実施体制を拡充して実施すると
ともに、復職支援の困難事案に対
しては障害者職業総合センターの
研究・技法開発の成果を活用した
支援を効果的に実施する。 

職場復帰支援コーディネ
イト：498名 
（本所377名） 
（支所121名） 
リワーク支援：419名 
（本所321名） 
（支所98名） 

職場復帰支援コーディネ
イト：495名 
（本所366名） 
（支所 129名） 
リワーク支援：416名 
（本所328名） 
（支所88名） 

職場復帰支援コーディ
ネート：488名 
（本所378名） 
（支所 110名） 
リワーク支援：448名 
（本所356名） 
（支所 92名） 

・うつ病等の疾患により休職
中の社員、企業の担当者、主治
医（以下、「３者」という）と、
職場復帰のための活動の内
容、スケジュール等の計画に
ついて合意形成を行う（職場
復帰のコーディネート）。 
・上記３者と相談しながら、職
場復帰のためのウォーミング
アップ（生活リズムの構築、ス
トレスへの対処方法、会社と
の調整）を行う。 

【事業所管】 
東京障害者 

職業センター 

99--33  精精神神障障害害者者のの雇雇用用継継続続支支援援
のの推推進進  

雇用支援ネットワークを活用
し、各関係機関との緊密な連携に
よる精神障害者に対するジョブ
コーチ（東京障害者職業センター
配置型職場適応援助者及び訪問型
職場適応援助者）による支援を積
極的に実施する。 

訪問型法人のジョブコー
チとの緊密な連携の下、精
神障害者に対するジョブ
コーチ支援を積極的に実
施する。 
精神障害者に対するジョ
ブコーチ支援：39名 

（本所22名） 
（支所17名） 

訪問型法人のジョブコー
チとの緊密な連携の下、精
神障害者に対するジョブ
コーチ支援を積極的に実
施する。 
精神障害者に対するジョ
ブコーチ支援：38名 
        （本所26名） 

（支所12名） 

訪問型法人のジョブコー
チとの緊密な連携の下、精
神障害者に対するジョブ
コーチ支援を積極的に実
施する。 
精神障害者に対するジョ
ブコーチ支援：28名 
        （本所20名） 

 （支所8名） 

訪問型法人のジョブコーチと
の緊密な連携の下、精神障害
者に対するジョブコーチ支援
を積極的に実施する。 

 

【事業所管】 
東京障害者 

職業センター 

99--44  総総合合就就労労支支援援ププロロググララムム
「「トトラライイワワーーククププロロジジェェククトト」」  

通院しながら就労(復職）を希望
する精神障害者を対象に、医師等
専門職員のサポートにより、就労
支援に向けたプログラムを提供す
る。 

69名 
 

リターンワークコース 
47名 

 
ワークトレーニング 

コース22名 

64名 
 

リターンワークコース 
45名 

 
ワークトレーニング 

コース19名 

７０名 
 

リターンワークコース 
５２名 

 
ワークトレーニング 

コース18名 

(1)｢ワークトレーニングコー
ス」就労を目指す方のコース 
(2)「リターンワークコース」休
職中の方が復帰を目指すコース 
（両コースとも疾患別の主にう
つ病コース・主に統合失調症
コース・主に高機能広汎性発達
障害コースがある。） 
 他にも高次脳機能障害者への
就労支援プログラムの充実と普
及啓発に努めている。 

今年度は障害者雇用への支援
を充実する。 

【事業所管】 
東京都 

99--55  トトラライイアアルル雇雇用用助助成成金金（（障障
害害者者短短時時間間トトラライイアアルルココーースス））のの
活活用用  

精神障害者及び発達障害者の特
性を踏まえ、一定の期間をかけて
段階的に就業時間を延長しながら
常用雇用（週２０時間以上勤務）
を目指して「試行雇用」を行う事
業主に対し、「トライアル雇用助
成金（障害者短時間トライアル
コース）」を支給し、精神障害者
及び発達障害者の求職者と事業主
の相互理解を促進し、雇用機会の
確保を図る。 

 
支給決定件数：11件 
 
労働局・ハローワークが実
施する雇用支援セミナー、
職業紹介窓口及び雇用率
達成指導時等において周
知、利用勧奨を実施するほ
か労働局ＨＰに掲出 

 
支給決定件数：10件 
 
労働局・ハローワークが実
施する雇用支援セミナー、
職業紹介窓口及び雇用率
達成指導時等において周
知、利用勧奨を実施するほ
か労働局ＨＰに掲出 

 
支給決定件数：1６件 
 
労働局・ハローワークが実
施する雇用支援セミナー、
職業紹介窓口及び雇用率
達成指導時等において周
知、利用勧奨を実施するほ
か労働局ＨＰに掲出 

 
企業向けの各種雇用支援セミ
ナー、ハローワーク窓口及び
雇用率達成指導時等において
周知、利用勧奨をするほか、関
係機関等への周知を含め、あ
らゆる機会を通じて制度の周
知を徹底する.。 

【事業所管】 
東京労働局 

【実施主体】 
ハローワーク 
東京労働局 

99--66  障障害害者者雇雇用用就就業業総総合合推推進進事事
業業のの推推進進  【【再再掲掲】】  

職業訓練から雇用就業に結びつ
けるコーディネート機能を駆使し
て、関係機関と連携し、企業合同
説明会や相談会、普及啓発セミ
ナーなど障害者の一般就労に向け
た事業を実施する。 

(1)就労支援機関との 
 意見交換会   年1回 
(2)普及啓発セミナー 
（企業向け）   年2回 
(3)特例子会社セミナー 
         年1回 
(4)就業総合相談会 
         年5回 
(5)保護者向けセミナー 
         年2回 
(6)医療機関向けセミナー 
         年1回 
(7)職場体験実習への 
 保険料補助 年2,164件 
(8)職場体験実習 
 面談会     年8回 
(9)職場体験実習 
 ミニ面談会   年4回 
(10)職場体験実習 
 受入れ企業に対する 
 助成金支給事業  41件 
(11)障害者就活 
 セミナー    年8回 
(12)障害者雇用実務 
 講座      年6回 
(13)企業見学支援事業 
        年711件 
(14)障害者雇用ナビ 
ゲート事業 

  新規 年61社 
(15)テレワーク活用による
障害者雇用促進モデル事業 

          10社 
(16)大学等と連携した 
 セミナー    年2回 
(17)障害者就業支援情報
コーナ-による 
情報提供  他 

(1)就労支援機関との 
 意見交換会    年１回 
(2)普及啓発セミナー 
（企業向け)    年2回  
(3)特例子会社 
 セミナー      年1回   
(4)就業総合相談会 
          年６回 
(5)保護者向け 
 セミナー      年2回 
(6)医療機関向け 
 セミナー      年1回 
(7)職場体験実習への 
 保険料補助 
          年2,351件 
(8)職場体験実習 
 面談会        年8回 
(9)職場体験実習 
 ミニ面談会    年4回 
(10)職場体験実習受 
 入れ企業に対する助 
 成金支給事業 
                25件 
(11)障害者就活 
セミナー       年8回 
(12)障害者雇用実務 
 講座          年6回 
(13)企業見学支援事 
 業         年387件 
(14)障害者雇用ナビ 
ゲート事業 
     新規 年65社 
(15)大学等と連携した 
セミナー     年2回     
(16)障害者雇用就業サ
ポートデスクによる 
情報提供    他 

(1)就労支援機関との 
 意見交換会     年1回 
(2)普及啓発セミナー 
（企業向け)     年2回  
(3)特例子会社 
 セミナー       年1回   
(4)就業総合相談会 
           年4回 
(5)保護者向け 
 セミナー       年2回 
(6)医療機関向け 
 セミナー       年1回 
(7)職場体験実習への 
 保険料補助 
            年2,413件 
(8)職場体験実習 
 面談会         年8回 
(9)職場体験実習 
 ミニ面談会     年4回 
(10)職場体験実習受 
 入れ企業に対する助 
 成金支給事業 
                 33件 
(11)障害者就活 
セミナー        年9回 
(12)障害者雇用実務 
 講座           年6回 
(13)企業見学支援事 
 業           年416件 
(14)障害者雇用ナビ 
ゲート事業  

 新規 年65社 
(15)大学等と連携した 
セミナー       年2回     
(16)障害者雇用就業サ
ポートデスクによる 
 情報提供    他 

(1)就労支援機関との 
 意見交換会      年2回 
(2)普及啓発セミナー 
（企業向け)      年2回  
(3)特例子会社 
 セミナー        年1回   
(4)就業総合相談会 
            年4回 
(5)保護者向け 
 セミナー        年2回 
(6)医療機関向け 
 セミナー        年1回 
(7)職場体験実習への 
 保険料補助 
             年2,000件 
(8)職場体験実習 
 面談会          年8回 
(9)職場体験実習 
 ミニ面談会      年4回 
(10)職場体験実習受 
 入れ企業に対する助 
 成金支給事業 
                  75件 
(11)障害者就活 
セミナー         年8回 
(12)障害者雇用実務 
 講座            年6回 
(13)企業見学支援事 
 業            年240件 
(14)障害者雇用ナビ 
ゲート事業 

  新規 年65社 
(15)大学等と連携した 
セミナー        年2回     
(16)障害者雇用就業サ 
ポートデスクによる 
 情報提供    他 

【事業所管】 
東京都 

【実施主体】 
東京しごと 

財団 
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視点５ 精神障害者の安定的な就労を支援 
 

精神障害者の就労定着支援に 
取り組みます。 

  

精神障害者は、心身が疲れやすい場合が多いので、当初は休憩を多く、労働時間を

短くするなどして、時間をかけて仕事に慣れてもらう必要があります。そのために

は、雇用主や支援者は、医療機関のスタッフに、あらかじめ障害状況や対処方法を聞

いておくなど、医療機関との連携が欠かせません。 

そこで、ジョブコーチによるきめ細かい支援等を図るとともに、医療機関とも連携

しながら、精神障害者の職場定着を図ります。 

また、うつ病などで休職している方に対して、東京都立（総合）精神保健福祉セン

ター、東京障害者職業センターなどにより、復職支援をしていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（東京都、東京しごと財団、就労支援機関、東京障害者職業センター） 
  

行動9

 
 

【精神障害者雇用企業の声（障害者就労実態調査・ヒアリング結果（平成 26 年度）】 

 

 

 
 

○現在は精神障害者 3 名を雇用。業務内容は事務補助、施設利用の受付などである。
3名とも業務にも職場にも慣れており、安定して仕事に取り組んでいる。 
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精神障害者の就労支援にかかわる 
機関の連携を強化します。 

  

精神障害者の就職や安定的な就労継続のためには、就労支援機関、医療機関、企業

の連携が重要です。 

そのため、関係機関による精神障害者の就労支援ネットワークを充実強化するとと

もに、各機関相互の理解促進を図ります。 

 

（東京障害者職業センター、東京都） 

  

行動10
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事業名・事業内容 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度実績 
令和７年度の 

取組と事業目標 
担当 

1100--11  精精神神障障害害者者のの雇雇用用支支援援
ネネッットトワワーーククのの充充実実・・強強化化  
 

医療機関、保健福祉機関、事
業主団体、産業保健機関等の識
者を委員とした「障害者雇用連
絡協議会」を開催する。 
【開催回数】  4回 

 
「障害者雇用支援連絡協
議会」に改編し、４回開
催 
（本所2回、支所２回） 

 
「障害者雇用支援連絡協
議会」に改編し、４回開
催 
（本所2回、支所２回） 

 
「障害者雇用支援連絡協
議会」に改編し、３回開
催 
（本所２回、支所１回 

 
「障害者雇用支援連絡協
議会」に改編し、３回開
催 
（本所2回、支所１回） 

【事業所管】 
東京障害者 

職業センター 

1100--22  精精神神障障害害者者就就労労定定着着連連
携携促促進進事事業業  
  
（平成３０～令和2年度） 

就労移行支援事業所等に対し
医療機関との情報交換技術向上
のための研修を実施するととも
に、精神障害者就労定着支援連
絡会の設置や、医療機関・就労
移行支援事業所・企業等が連携
して就労支援を行うモデル事業
の実施により、精神障害者の就
労定着支援の充実を図る。 
【実施内容】 
・研修事業 医療機関と連携研
修 
・連絡会事業 都内６圏域にお
いて年4回の連絡会の開催 
・医療機関・就労支援機関連携
モデル事業  
 
（令和３年度～） 

精神障害者就労定着支援連絡
会の設置や、障害者就業・生活
支援センターに配置された医療
連携コーディネーターによる連
携医療機関の開拓、医療機関ス
タッフ・患者向けの講座・見学
会等の実施により、精神障害者
の就労定着支援の充実を図る 

 
 
 

【実施内容】 
・連絡会事業 都内６圏域にお
いて年２回の連絡会の開催 
・医療機関連携コーディネー
ター配置による医療機関・就労
支援機関等連携促進 
 
 

 
精神障害者の就労定着に
向け、医療機関をはじめ
とする関係各機関の連携
を促進するため、各種事
業を実施する。 
 
【連絡会事業】 
・精神障害者就労定着 
 支援連絡会 
 計１５回開催 
（6か所×年２～５回） 
【医療機関・就労支援 
 機関等連携促進】 
（６か所×コーディネー
ター各1名以上配置） 
・医療機関と就労支援 
 機関の協力体制の構 
 築 
・医療機関スタッフ向 
 けや患者向けの講座、 
 見学会等 
・医療連携に関する相 
 談窓口として、就労 
 支援機関・企業等へ 
 助言 

 
精神障害者の就労定着に
向け、医療機関をはじめ
とする関係各機関の連携
を促進するため、各種事
業を実施する。 
 
【連絡会事業】  
・精神障害者就労定着 
 支援連絡会 
 計１２回開催 
 （6か所×年２回）  
【医療機関・就労支援 
   機関等連携促進】 
（６か所×コーディネー
ター各1名以上配置） 
・医療機関と就労支援 
  機関の協力体制の構 
   築  
・医療機関スタッフ向 
  けや患者向けの講座、 
 見学会等 
・医療連携に関する相 
 談窓口として、就労 
 支援機関・企業等へ 
 助言 

 
精神障害者の就労定着に
向け、医療機関をはじめ
とする関係各機関の連携
を促進するため、各種事
業を実施する。 
 
【連絡会事業】  
・精神障害者就労定着 
 支援連絡会 
 計１２回開催 
 （6か所×年２回）  
【医療機関・就労支援 
   機関等連携促進】 
（６か所×コーディネー
ター各1名以上配置） 
・医療機関と就労支援 
  機関の協力体制の構 
   築  
・医療機関スタッフ向 
  けや患者向けの講座、 
 見学会等 
・医療連携に関する相 
 談窓口として、就労 
 支援機関・企業等へ 
 助言 

 
精神障害者の就労定着に
向け、医療機関をはじめ
とする関係各機関の連携
を促進するため、各種事
業を実施する。 
 
【連絡会事業】  
・精神障害者就労定着 
 支援連絡会 
 計１２回開催 
 （6か所×年２回）  
【医療機関・就労支援 
   機関等連携促進】 
（６か所×コーディネー
ター各1名以上配置） 
・医療機関と就労支援 
  機関の協力体制の構 
   築  
・医療機関スタッフ向 
  けや患者向けの講座、 
 見学会等 
・医療連携に関する相 
 談窓口として、就労 
 支援機関・企業等へ 
 助言 

【事業所管】 
東京都 
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精神障害者の就労支援にかかわる 
機関の連携を強化します。 

  

精神障害者の就職や安定的な就労継続のためには、就労支援機関、医療機関、企業

の連携が重要です。 

そのため、関係機関による精神障害者の就労支援ネットワークを充実強化するとと

もに、各機関相互の理解促進を図ります。 

 

（東京障害者職業センター、東京都） 
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